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(57)【要約】
【課題】保留装置を用いて遊技者の興趣を高めることが
できるパチンコ遊技機を提供する。
【解決手段】遊技球が転動する遊技領域１４と、前記遊
技領域１４に配設され、前記遊技領域１４を転動する遊
技球を保留すると共に前記保留した遊技球を遊技者の操
作により放出する保留装置１００と、前記保留装置１０
０よりも前記遊技領域１４の下方に設けられ、遊技球を
異なる振分方向に振り分け可能な振分装置（振分装置２
００又は第二振分装置３００）と、を具備し、前記振分
装置は、前記保留装置１００から放出された遊技球と前
記遊技領域１４を転動する遊技球とが共に衝突可能な位
置に配置され、これらの遊技球が衝突することにより前
記振分方向を変更させる。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が転動する遊技領域と、
　前記遊技領域に配設され、前記遊技領域を転動する遊技球を保留すると共に前記保留し
た遊技球を遊技者の操作により放出する保留装置と、
　前記保留装置よりも前記遊技領域の下方に設けられ、遊技球を異なる振分方向に振り分
け可能な遊技球振分装置と、
　を具備し、
　前記遊技球振分装置は、前記保留装置から放出された遊技球が衝突可能な位置に配置さ
れ、放出された遊技球が衝突することにより前記振分方向を変更させる、
　ことを特徴とするパチンコ遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技領域を転動する遊技球を一時的に保留すると共に前記保留した遊技球を
遊技者の操作により再び前記遊技領域へ放出する保留装置を具備するパチンコ遊技機の技
術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、遊技球が転動する遊技領域と、前記遊技領域に配設され、前記遊技領域を転動す
る遊技球を一時的に保留すると共に前記保留した遊技球を遊技者の操作により再び前記遊
技領域へ放出する保留装置と、を具備するパチンコ遊技機の技術は公知となっている。例
えば、特許文献１に記載の如くである。
【０００３】
　特許文献１に記載のパチンコ遊技機（パチンコ機）は、遊技球が転動する遊技領域と、
前記遊技領域に配設され、前記遊技領域を転動する遊技球を一時的に保留すると共に前記
保留した遊技球を遊技者の操作により再び前記遊技領域へ放出する保留装置（停留機構）
と、を具備する。
【０００４】
　このような構成により、前記パチンコ遊技機においては、保留装置を用いて遊技領域を
転動する遊技球を一時的に保留すると共に前記保留した遊技球を遊技者の操作により再び
前記遊技領域へ落下（放出）させ、前記落下させた遊技球を前記保留装置の真下方に配設
された所定の入賞口に入賞させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－１９０４４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載された技術においては、保留装置を用いて落下させた
遊技球を前記保留装置の真下方に配設された所定の入賞口に入賞させるだけであり、遊技
者の興趣を高めることができない点で問題であった。
【０００７】
　本発明は、上記のような問題点に鑑みてなされたものであり、その解決しようとする課
題は、保留装置を用いて遊技者の興趣を高めることができるパチンコ遊技機を提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の解決しようとする課題は以上の如くであり、次にこの課題を解決するための手
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段を説明する。
【０００９】
　即ち、請求項１においては、遊技球が転動する遊技領域と、前記遊技領域に配設され、
前記遊技領域を転動する遊技球を保留すると共に前記保留した遊技球を遊技者の操作によ
り放出する保留装置と、前記保留装置よりも前記遊技領域の下方に設けられ、遊技球を異
なる振分方向に振り分け可能な遊技球振分装置と、を具備し、前記遊技球振分装置は、前
記保留装置から放出された遊技球が衝突可能な位置に配置され、放出された遊技球が衝突
することにより前記振分方向を変更させるものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の効果として、以下に示すような効果を奏する。
【００１１】
　請求項１においては、保留装置を用いて遊技者の興趣を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第一実施形態に係る遊技機の全体的な構成を示した正面図。
【図２】同じく、遊技機の窓枠が開放された状態の構成を示した正面斜視図。
【図３】同じく、遊技盤の構成を示した正面図。
【図４】同じく、保留装置の構成を示した正面斜視図。
【図５】（ａ）同じく、遊技球を保留している状態の保留装置の構成を示した正面斜視図
。（ｂ）同じく、遊技球を放出している状態の保留装置の構成を示した正面斜視図。
【図６】同じく、第一実施形態に係る振分装置の構成を示した正面斜視図。
【図７】（ａ）同じく、振分装置の第一状態の姿勢を示した正面図。（ｂ）同じく、振分
装置の第二状態の姿勢を示した正面図。（ｃ）同じく、振分装置の第三の状態の姿勢を示
した正面図。
【図８】同じく、遊技球の転動態様の一例を示した正面模式図。
【図９】（ａ）及び（ｂ）同じく、保留装置から放出された遊技球及び転動領域を転動す
る遊技球が振分装置に衝突する場合であって、前記保留装置から放出された遊技球が先に
振分装置に衝突する場合における振分装置の態様を示した正面模式図。
【図１０】（ａ）及び（ｂ）同じく、保留装置から放出された遊技球及び転動領域を転動
する遊技球が振分装置に衝突する場合であって、前記保留装置から放出された遊技球が先
に振分装置に衝突する場合における振分装置の態様を示した正面模式図。
【図１１】（ａ）及び（ｂ）同じく、保留装置から放出された遊技球及び転動領域を転動
する遊技球が振分装置に衝突する場合であって、前記転動領域を転動する遊技球が先に振
分装置に衝突する場合における振分装置の態様を示した正面模式図。
【図１２】（ａ）及び（ｂ）同じく、保留装置から放出された遊技球及び転動領域を転動
する遊技球が振分装置に衝突する場合であって、前記転動領域を転動する遊技球が先に振
分装置に衝突する場合における振分装置の態様を示した正面模式図。
【図１３】同じく、第二実施形態に係る第二振分装置の構成を示した正面模式図。
【図１４】（ａ）同じく、第二振分装置の第一状態の姿勢を示した正面図。（ｂ）同じく
、第二振分装置の第二状態の姿勢を示した正面図。
【図１５】（ａ）及び（ｂ）同じく、その姿勢が第一状態である第二振分装置に遊技球が
衝突する場合における第二振分装置の態様を示した正面模式図。
【図１６】（ａ）及び（ｂ）同じく、その姿勢が第一状態である第二振分装置に遊技球が
衝突する場合における第二振分装置の態様を示した正面模式図。
【図１７】（ａ）及び（ｂ）同じく、その姿勢が第二状態である第二振分装置に遊技球が
衝突する場合における第二振分装置の態様を示した正面模式図。
【図１８】（ａ）及び（ｂ）同じく、その姿勢が第二状態である第二振分装置に遊技球が
衝突する場合における第二振分装置の態様を示した正面模式図。
【発明を実施するための形態】
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【００１３】
　まず、本発明の第一実施形態に係る遊技機１の全体的な構成について、図面を用いて説
明する。
　なお、以下の説明では、遊技機１を遊技者から見て、手前側を遊技機１の前側とし、奥
側を遊技機１の後側として、前後方向を規定する。また、遊技機１を遊技者から見て、左
手側を遊技機１の左側とし、右手側を遊技機１の右側として、左右方向を規定する。
【００１４】
　遊技機１は、図１から図３が示すように、主として、外枠２と、中枠３と、窓枠４と、
により構成される枠体に、各種の遊技部品が取り付けられて形成される。
【００１５】
　外枠２は、遊技機１の外郭を成し、前後面が開口された略四角筒状に形成される枠体で
ある。外枠２は、パチンコホール等の遊技場に設けられた台島に設置される。外枠２には
、中枠３が設けられる。
【００１６】
　中枠３は、前後面が開口された略四角筒状に形成される枠体である。中枠３は、外枠２
の前側の開口部にヒンジ等の軸支部材を介して回動可能に支持される。中枠３には、窓枠
４と、下皿ユニット５と、遊技盤６と、が設けられる。
【００１７】
　窓枠４は、中央が開口された略平板状に形成される枠体である。窓枠４は、正面視で中
枠３の下部を除く略全面に渡って配置される。窓枠４は、中枠３の前側の開口部にヒンジ
部材を介して回動可能に支持される。窓枠４の中央には、正面視で略円形状の窓枠開口部
７が形成される。窓枠開口部７は、透明板８により被覆される。窓枠開口部７の下部には
、発射前の遊技球が貯溜される上皿９と、後述する保留装置１００の操作ボタン１０と、
が配設される。窓枠開口部７の左右上方には、スピーカ１１がそれぞれ配設される。
【００１８】
　下皿ユニット５は、中枠３の下部であって窓枠４の下方に取り付けられる。下皿ユニッ
ト５の中央には、上皿９から溢れた遊技球が貯溜される下皿１２が配設される。下皿ユニ
ット５の右部であって下皿１２の右方には、発射ハンドル１３が配設される。発射ハンド
ル１３は、遊技者の回動操作により上皿９に貯溜された遊技球を発射可能に構成される。
【００１９】
　遊技盤６は、遊技球が転動する領域（以下では、「遊技領域１４」と称する。）が形成
される部材である。遊技盤６は、窓枠４の後方であって、正面視で中枠３の下部を除く略
全面に渡って配置される。遊技盤６は、中枠３に着脱可能に取り付けられる。なお、遊技
盤６の遊技領域１４は、窓枠４の窓枠開口部７の後方に配置され、前方から透明板８を介
して視認可能に構成される。
【００２０】
　次に、遊技盤６の構成について、図３及び図４と、図６と、を用いて、さらに詳細に説
明する。
【００２１】
　遊技盤６は、図３に示すように、遊技板２０と、ガイドレール２１と、センター役物２
２と、図柄表示装置２３と、可変入賞装置２４と、上入賞口２５と、一般入賞口２６と、
大入賞装置２７と、アウト口２８と、保留装置１００と、振分装置２００と、等により構
成される。
【００２２】
　遊技板２０は、四隅が適宜に切り欠けられた略平板状に形成される部材である。遊技板
２０には、遊技盤６を構成する各種の遊技部品が取り付けられる。遊技板２０は、アクリ
ル樹脂やポリカーボネート（ＰＣ）等の透過性を有する部材によって形成される。遊技板
２０の前側面には、前記遊技領域１４と、前記遊技領域１４に放出される遊技球が誘導さ
れる領域（以下では、「誘導路３０」と称する。）とが、ガイドレール２１により区画形
成される。遊技領域１４には、複数の遊技釘Ｎが植設される（図８参照）。
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【００２３】
　ガイドレール２１は、正面視で略円弧状に形成される金属製の帯状の部材である。ガイ
ドレール２１は、遊技板２０の前側面に正面視で略円形状となるように配置される。ガイ
ドレール２１は、遊技板２０から短手方向を前後方向として前方へ向けて突出される。な
お、遊技板２０の略中央に、ガイドレール２１により略円形状に区画形成された領域が、
前記遊技領域１４として構成される。また、遊技板２０の左部にガイドレール２１により
略弓形状に区画形成された領域が、前記誘導路３０として構成される。誘導路３０により
誘導された遊技球は、遊技領域１４の左上端部に形成された放出口３１から、前記遊技領
域１４に放出される。
【００２４】
　センター役物２２は、その外観により遊技板２０を装飾する部材である。センター役物
２２は正面視で略環状であって、その中央にセンター開口部３２が前後方向に貫通して形
成される。センター役物２２は、遊技板２０を前後方向に貫通するように前記遊技板２０
の中央から上部に渡って形成される孔に前方から挿入され、ボルト等により取り付けられ
る。センター役物２２には、ステージ３３と、ワープ通路３４と、が設けられる。
【００２５】
　ステージ３３は、センター役物２２の下部に配置される。ステージ３３は、概ね左右方
向に延出された台状に形成され、遊技球が転動可能に構成される。ステージ３３には、前
記ステージ３３の一部を切り欠いた中央切り欠き部３５と、左・右切り欠き部３６Ｌ・３
６Ｒと、が設けられる。これによって、ステージ３３を転動する遊技球は、その転動速度
が遅くなると、中央切り欠き部３５及び左・右切り欠き部３６Ｌ・３６Ｒの何れかの切り
欠き部から前下方に落下し、再び遊技領域１４を転動することになる。なお、中央切り欠
き部３５から落下した遊技球は、真下方に配置された後述する上入賞口２５へ向けて転動
する。
【００２６】
　ワープ通路３４は、センター役物２２の左下部に配置される。ワープ通路３４は、概ね
上下方向に延出された筒状に形成され、その内部を球技球が通過可能に構成される。ワー
プ通路３４の上端部には、前記ワープ通路３４への遊技球の入り口となる入球口３７が、
左方の遊技領域１４を臨むように開口される。また、ワープ通路３４の下端部には、前記
ワープ通路３４からの遊技球の出口となる排球口３８が、右方のステージ３３を臨むよう
に開口される。このような構成により、ワープ通路３４は、センター役物２２の左方で転
動する遊技球を、入球口３７及び排球口３８を介してステージ３３上に転動させることが
でき、ひいては上入賞口２５に入賞させ易くすることができる。
【００２７】
　図柄表示装置２３は、前方を臨むように配設された液晶画面３９に、図柄や数字等の変
動（図柄遊技）を表示可能に構成される装置である。液晶画面３９は、センター役物２２
のセンター開口部３２の後方に配置される。このような構成により、遊技者は、前方から
センター開口部３２を介して液晶画面３９に表示される図柄遊技を視認することができる
。
【００２８】
　可変入賞装置２４は、遊技球が入賞可能に構成される装置である。可変入賞装置２４に
は、遊技球が入賞可能な始動入賞口４１と、前記始動入賞口４１を左右から挟んだ一対の
可動片４０と、が設けられる。可変入賞装置２４は、所定の作動条件に応じて可動片４０
が開閉作動し、始動入賞口４１に遊技球が入賞可能な開放状態と入賞不能な閉塞状態とが
切り替えられる。可変入賞装置２４は、遊技領域１４の中央下部であってセンター役物２
２の下方に配置される。可変入賞装置２４は、遊技球が入賞した場合に、入賞信号を図示
せぬ主基板に送信可能に構成される。なお、前記主基板に前記入賞信号が受信されると、
前記入賞信号に基づいた大当たり抽選が開始されると共に、図示せぬ賞球払出装置を介し
て所定数の遊技球（賞球）が払い出される。
【００２９】
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　上入賞口２５は、遊技球が入賞可能なものである。上入賞口２５は、上面が開口するポ
ケット状に形成される。上入賞口２５は、可変入賞装置２４の始動入賞口４１の上方であ
って、センター役物２２のステージ３３の中央切り欠き部３５の真下方に配置される。す
なわち、上入賞口２５は、ステージ３３の中央切り欠き部３５から落下した遊技球が入賞
し易い位置に配置される。上入賞口２５は、遊技球が入賞した場合に、入賞信号を図示せ
ぬ主基板に送信可能に構成される。なお、前記主基板に前記入賞信号が受信されると、前
記入賞信号に基づいた大当たり抽選が開始されると共に、図示せぬ賞球払出装置を介して
所定数の遊技球（賞球）が払い出される。
【００３０】
　一般入賞口２６は、遊技球が入賞可能なものである。一般入賞口２６は、上面が開口す
るポケット状に形成される。一般入賞口２６は、遊技領域１４に複数個（本実施形態にお
いては５個）が適宜に配置される。より詳細には、遊技領域１４の下部に４個の一般入賞
口２６が配置され、遊技領域１４の左部に１個の一般入賞口２６（以下の説明では、「左
部一般入賞口４２」と称する。）が配置される。左部一般入賞口４２は、センター役物２
２のワープ通路３４の入球口３７の左下方に配置される。一般入賞口２６及び左部一般入
賞口４２は、遊技球が入賞した場合に、入賞信号を図示せぬ主基板に送信可能に構成され
る。なお、前記主基板に前記入賞信号が受信されると、図示せぬ賞球払出装置を介して所
定数の遊技球（賞球）が払い出される（前記入賞信号に基づいた大当たり抽選は開始され
ない）。
【００３１】
　大入賞装置２７は、遊技球が入賞可能に構成される装置である。大入賞装置２７には、
遊技球が入賞可能な大入賞口４３と、前記大入賞口４３を開閉可能な大入賞口扉４４と、
が設けられる。大入賞装置２７は、前記大当たり抽選が大当たりとなると大入賞口扉４４
が開閉作動し、大入賞口４３に遊技球が入賞可能な開放状態と入賞不能な閉塞状態とが切
り替えられる。大入賞装置２７は、遊技領域１４の中央下部であって、可変入賞装置２４
の下方に配置される。大入賞装置２７は、遊技球が入賞した場合に、入賞信号を図示せぬ
主基板に送信可能に構成される。なお、前記主基板に前記入賞信号が受信されると、図示
せぬ賞球払出装置を介して所定数の遊技球（賞球）が払い出される（前記入賞信号に基づ
いた大当たり抽選は開始されない）。
【００３２】
　アウト口２８は、遊技領域１４を転動する遊技球が、大入賞口４３や始動入賞口４１等
の各入賞口に入賞しなかった場合に、最終的に流入する開口部である。アウト口２８は、
遊技領域１４の最下部に配置される。なお、アウト口２８に流入した遊技球は、遊技機１
が設置されたパチンコホール等の遊技場側に回収される。
【００３３】
　以下では、図３から図５を用いて、保留装置１００の構成について説明する。
【００３４】
　保留装置１００は、遊技領域１４を転動する遊技球を一時的に保留すると共に前記保留
した遊技球を遊技者の操作により再び遊技領域１４へ放出する装置である。図３に示すよ
うに、保留装置１００は、遊技領域１４の左上部に配置される。より詳細には、保留装置
１００は、センター役物２２のワープ通路３４の入球口３７の左上方であって、遊技領域
１４の左上端部に形成された放出口３１の下方に配置される。また、保留装置１００は、
左部一般入賞口４２の右上方であって、振分装置２００の真上方に配置される。保留装置
１００は、図４に示すように、遊技領域１４を前後方向に貫通するように形成された孔１
０１に挿入され、ボルト等により取り付けられる。保留装置１００は、図４に示すように
、主として、保留部１１０と、放出部１２０と、により構成される。
【００３５】
　保留部１１０は、図４に示すように、長手方向を上下方向とした細長形状であって、平
面視で前側が開口された凹形状に形成される。保留部１１０の左右の壁部１１１・１１１
は、互いに対向し、遊技球の直径よりも若干長く離間される。なお、保留部１１０の前方
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には、前記透明板８（図４では不図示）が配置される。こうして、保留部１１０は、透明
板８と併せて、上側の開口部１１２と下側の開口部１１３とが連通した略四角筒状に形成
される。
【００３６】
　放出部１２０は、図４に示すように、その板面を上下方向へ向けた略平板形状の平板部
材１２１と、前記平板部材１２１を前後方向へ向けて進退移動させる進退機構１２２と、
により構成される。平板部材１２１は、保留部１１０の下部であって、左右の壁部１１１
・１１１の間に介設される。平板部材１２１は、保留部１１０の後下部に形成された開口
部１１４を介して前方へ向けて突出される。平板部材１２１は、保留部１１０の後方に配
設された進退機構１２２に連結される。平板部材１２１は、進退機構１２２の作動より前
後方向へ向けて、すなわち保留部１１０内へ進退移動可能に構成される。なお、進退機構
１２２は、前記操作ボタン１０の押し操作によって作動可能に構成される。
【００３７】
　ここで、前記操作ボタン１０は、遊技者により押し操作されると操作信号を前記主基板
に送信可能に構成される。そして、前記主基板に前記操作信号が受信されると、前記主基
板により図示せぬ進退機構作動装置を介して進退機構１２２が作動するように構成される
。このように、平板部材１２１の保留部１１０内への進退移動は、遊技者の操作により行
うことができる。
【００３８】
　このような構成において、図５（ａ）に示すように、放出部１２０の平板部材１２１が
保留部１１０内に進出された状態である場合、遊技球が上側の開口部１１２から保留部１
１０内に進入すると、前記進入した遊技球は保留部１１０内で平板部材１２１の上側面に
載置（保持）され、下方への落下（転動）が規制される。すなわち、保留装置１００は、
放出部１２０の平板部材１２１が保留部１１０内に進出された状態である場合に、遊技球
を保留することができる。なお、本実施形態において、保留装置１００は、図５（ａ）に
示すように、遊技球を５個まで保留することができる。
【００３９】
　また、図５（ｂ）に示すように、放出部１２０の平板部材１２１が保留部１１０内から
退避された状態である場合、前記保留部１１０内の遊技球は下方への落下（転動）を平板
部材１２１により規制されず、前記保留部１１０から落下する（放出される）。すなわち
、保留装置１００は、放出部１２０の平板部材１２１が保留部１１０内から退避された状
態である場合に、遊技球を放出することができる。
【００４０】
　ここで、前述したように、保留装置１００において、平板部材１２１の保留部１１０内
への進退移動は、遊技者の操作により行うことできる。すなわち、保留装置１００に保留
された遊技球の放出は、遊技者の操作（操作ボタン１０の押し操作）により行うことがで
きる。本実施形態では、遊技者の操作（操作ボタン１０の押し操作）が１回行われるごと
にと、１個の遊技球が保留装置１００から放出される。
【００４１】
　以上のように、保留装置１００は、遊技球を一時的に保留すると共に前記保留した遊技
球を遊技者の操作により再び遊技領域１４へ放出することができる。
【００４２】
　以下では、図３と、図６及び図７と、を用いて、振分装置２００の構成について説明す
る。
【００４３】
　振分装置２００は、遊技球を異なる振分方向に振り分ける装置である。図３に示すよう
に、振分装置２００は、遊技領域１４の左部であって、保留装置１００の真下方に配置さ
れる。こうして、振分装置２００は、保留装置１００から放出された遊技球と、（前記保
留装置１００に保留されずに）遊技領域１４を転動する遊技球と、が共に衝突可能な位置
に配置される。また、振分装置２００は、センター役物２２のワープ通路３４の入球口３
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７の左上方であって、左部一般入賞口４２の右上方に配置される。振分装置２００は、図
６及び図７に示すように、本体部２１０と、軸支部２２０と、により構成される。
【００４４】
　なお、振分装置２００は、後述するように正面視で左右回りに揺動可能に支持され、揺
動するごとにその姿勢が変化する。以下では、図７（ａ）に示す姿勢を、振分装置２００
の初期姿勢（以下では、「第一状態」と称する。）として説明する。以下では、説明の便
宜上、特に説明が無ければ、振分装置２００の姿勢は第一状態であるとする。
【００４５】
　本体部２１０は、図６及び図７（ａ）に示すように、左側板部２１１と、右側板部２１
２と、により構成される。
【００４６】
　左側板部２１１は、図６及び図７（ａ）に示すように、細長い略矩板形状の部材である
。左側板部２１１は、長手方向を右側が上で左側が下となる斜め方向として形成される。
左側板部２１１の上側面２１４は、その板面を左上方へ向けた平面となるように形成され
る。
【００４７】
　右側板部２１２は、図６及び図７（ａ）に示すように、細長い略矩板形状の部材である
。右側板部２１２は、その長手方向の長さが、左側板部２１１の長手方向の長さよりも長
くなるように形成される。右側板部２１２は、長手方向を左側が上で右側が下となる斜め
方向として形成される。なお、本実施形態では、図７（ａ）に示すように、右側板部２１
２の長手方向は、左側板部２１１の長手方向と略直交するように形成される。右側板部２
１２の上側面２１５は、その板面を右上方へ向けた平面となるように形成される。右側板
部２１２の左側端部は、左側板部２１１の右側端部と一体的に接続される。なお、右側板
部２１２と左側板部２１１との接続部には、前記接続部を前後方向に貫通した孔２１３が
形成される。
【００４８】
　このように、本体部２１０は、右側板部２１２と左側板部２１１とにより、前記接続部
が上側に配置された正面視で略Ｌ字状に形成される。
【００４９】
　軸支部２２０は、本体部２１０を揺動可能に支持する部材である。軸支部２２０は、軸
心方向を前後方向とし、本体部２１０に形成された孔２１３を前方から緩挿する。軸支部
２２０は、その先端部が遊技板２０に固定され、前記遊技板２０に支持される。
【００５０】
　このような構成により、振分装置２００は、軸支部２２０の軸心を揺動中心として、遊
技領域１４に対して正面視で左右回りに揺動可能に支持される（図７（ｂ）及び（ｃ）参
照）。
【００５１】
　そして、本実施形態では、振分装置２００は、保留装置１００から放出された遊技球、
及び（前記保留装置１００に保留されずに）遊技領域１４を転動する遊技球に衝突される
ことにより、遊技領域１４に対して正面視で左右回りに揺動することになる。そして、振
分装置２００は、前記保留装置１００から放出された遊技球、及び（前記保留装置１００
に保留されずに）遊技領域１４を転動する遊技球に衝突されると、これらの遊技球を異な
る振分方向に振り分ける。
　なお、遊技球を異なる振分方向に振り分ける振分装置２００の態様については後述する
。
【００５２】
　なお、振分装置２００は、本発明に係る「遊技球振分装置」の第一実施形態である。
【００５３】
　次に、図８を用いて、放出口３１から遊技領域１４へ放出された遊技球の転動態様の一
例について説明する。
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　図８においては、（１）遊技領域１４を転動する遊技球が保留装置１００に一時的に保
留されて再び遊技領域１４に放出される場合における前記遊技球の転動態様、（２）遊技
領域１４を転動する遊技球がワープ通路３４を通過する場合における前記遊技球の転動態
様、の一例を示す。
【００５４】
　なお、図８中の黒矢印は、遊技球の転動方向を示す。また、図８中の白矢印は、遊技球
の想定される転動軌跡を示す。また、図８においては、説明の便宜上、各部材の構成を適
宜に簡略化して図示する。
【００５５】
　以下では、前記（１）遊技領域１４を転動する遊技球が保留装置１００に一時的に保留
されて再び遊技領域１４に放出される場合における前記遊技球の転動態様の一例について
説明する。
【００５６】
　遊技球Ｐ１は、保留装置１００の右上方において、遊技釘Ｎ１・Ｎ２・Ｎ３に沿って左
下方へ向けて転動している。なお、遊技球Ｐ１の左下方、すなわち遊技球Ｐ１の転動方向
には、保留装置１００が配置される。
　遊技球Ｐ２は、前記遊技球Ｐ１が保留装置１００の保留部１１０内に進入した場合の遊
技球である。遊技球Ｐ２は、保留装置１００の保留部１１０内を下方へ向けて転動してい
る。
　遊技球Ｐ３は、前記遊技球Ｐ２が保留装置１００に保留された場合の遊技球である。遊
技球Ｐ３は、保留装置１００の保留部１１０内で、放出部１２０の平板部材１２１に載置
されている。
【００５７】
　このように、保留装置１００は、遊技領域１４を転動する遊技球が保留部１１０内に進
入可能であって、前記進入した遊技球を保留可能に構成される。
【００５８】
　なお、遊技球Ｐ３は、保留装置１００から再び遊技領域１４に放出された場合、図８に
示すように、真下方へ向けて落下（転動）する（後述する遊技球Ｐ４参照）。したがって
、遊技球Ｐ３の想定される転動軌跡（以下では、「転動軌跡Ｌ１」と称する。）は、少な
くとも遊技球Ｐ３の転動方向において前記転動を妨げる物（本実施形態では、振分装置２
００（より詳細には、振分装置２００の左側板部２１１））が配置される場所まで、前記
遊技球Ｐ３から真下方へ向けて延出された略直線状となる。なお、図８に示すように、ワ
ープ通路３４の入球口３７は、遊技球Ｐ３の想定される転動軌跡Ｌ１から外れた位置に配
置される。
【００５９】
　図８に示す遊技球Ｐ４は、前記遊技球Ｐ３が保留装置１００から再び遊技領域１４に放
出された場合の遊技球である。遊技球Ｐ４は、保留装置１００から再び遊技領域１４に放
出された後、真下方へ向けて落下（転動）している。なお、遊技球Ｐ４は、転動軌跡Ｌ１
に沿って転動し、振分装置２００（より詳細には、振分装置２００の左側板部２１１）に
到達する。
【００６０】
　このように、保留装置１００は、前記保留装置１００から放出した遊技球を、振分装置
２００に到達可能に構成される。したがって、遊技者は、保留装置１００が遊技球を保留
している場合に、操作ボタン１０を押し操作して前記保留装置１００から遊技球を放出し
、振分装置２００（より詳細には、振分装置２００の左側板部２１１）に衝突させること
ができる。
【００６１】
　以下では、前記（２）遊技領域１４を転動する遊技球がワープ通路３４を通過する場合
における前記遊技球の転動態様の一例について説明する。
【００６２】
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　遊技球Ｐ５は、保留装置１００の右下方において、遊技釘Ｎ４の左方を下方へ向けて転
動している。なお、遊技球Ｐ５の下方、すなわち遊技球Ｐ５の転動方向には、遊技釘Ｎ５
が配置される。
　遊技球Ｐ６は、前記遊技球Ｐ５が遊技釘Ｎ５に上方から衝突した場合の遊技球である。
遊技球Ｐ６は、遊技釘Ｎ５に衝突した後、右上方へ向けて跳ね返り、前記右上方へ向けて
転動している。なお、遊技球Ｐ６の右上方、すなわち遊技球Ｐ６の転動方向には、ワープ
通路３４の入球口３７が配置される。
　遊技球Ｐ７は、前記遊技球Ｐ６が入球口３７に入球し、ワープ通路３４に進入した場合
の遊技球である。遊技球Ｐ７は、ワープ通路３４をステージ３３へ向けて通過（転動）し
ている。
【００６３】
　このように、本実施形態では、ワープ通路３４の入球口３７は、例えば遊技領域１４を
転動する遊技球が上方から遊技釘Ｎ５に衝突した場合に入球し易いように構成される。
【００６４】
　次に、図９から図１２を用いて、遊技球を異なる振分方向に振り分ける振分装置２００
の態様について説明する。　
【００６５】
　なお、図９から図１２の黒矢印は、遊技球の転動方向を示す。また、図９から図１２の
白矢印は、振分装置２００の揺動方向を示す。また、図９から図１２においては、説明の
便宜上、各部材の構成を適宜に簡略化して図示する。
【００６６】
　なお、図９から図１２においては、保留装置１００から放出された遊技球Ｐ４（図８参
照）、及び（保留装置１００に保留されずに）遊技領域１４を転動する遊技球Ｐ８が、そ
れぞれ振分装置２００に衝突するものとする。
【００６７】
　ここで、遊技球Ｐ４は、前述したように、遊技者の操作により保留装置１００から放出
されるものである。すなわち、遊技球Ｐ４は、意図的に振分装置２００に衝突されるもの
である。また、遊技球Ｐ８は、保留装置１００に保留されずに遊技領域１４を転動してい
るものである。すなわち、遊技球Ｐ８は、遊技者の意図に依らずに（偶発的に）振分装置
２００に衝突されるものである。
【００６８】
　以下では、図９及び図１０を用いて、遊技球Ｐ４が遊技球Ｐ８よりも先に振分装置２０
０に衝突する場合における振分装置２００の態様について説明する。
【００６９】
　図９（ａ）に示す遊技球Ｐ４は、保留装置１００から放出され、前記保留装置１００の
真下方において、遊技領域１４を真下方へ向けて転動している。一方、図９（ａ）に示す
遊技球Ｐ８は、保留装置１００の右下方において、遊技領域１４を真下方へ向けて転動し
ている。
【００７０】
　図９（ａ）に示す遊技球Ｐ４が真下方へ向けて転動すると、図９（ｂ）に示す遊技球Ｐ
４となる。図９（ｂ）において、遊技球Ｐ４は、振分装置２００に到達している。より詳
細には、遊技球Ｐ４は、振分装置２００の左側板部２１１に上方から衝突している。そし
て、遊技球Ｐ４が振分装置２００の左側板部２１１に上方から衝突することより、振分装
置２００は正面視で左回りへの揺動を開始する。なお、前述したように、振分装置２００
の姿勢が第一状態である場合、左側板部２１１の上側面２１４の板面は左上方へ向けて配
置される。したがって、図９（ｂ）に示すように、遊技球Ｐ４は、振分装置２００の左側
板部２１１に衝突した後、その衝突により転動方向が真下方から左下方に変更される。
【００７１】
　一方、図９（ａ）に示す遊技球Ｐ８が真下方へ向けて転動すると、図９（ｂ）に示す遊
技球Ｐ８となる。図９（ｂ）において、遊技球Ｐ８は、振分装置２００に到達していない
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。
【００７２】
　図９（ｂ）に示す遊技球Ｐ４が左下方へ向けて転動すると、図１０（ａ）に示す遊技球
Ｐ４となる。図９（ｂ）及び図１０（ａ）に示すように、遊技球Ｐ４は、左下方へ向けて
転動する際に、振分装置２００の左側板部２１１を概ね下方へ押圧している。すなわち、
振分装置２００は、遊技球Ｐ４に衝突された後、左側板部２１１が概ね下方へ押圧される
ことにより、正面視で左回りへの揺動が継続されることになる。
【００７３】
　なお、遊技球Ｐ４は、さらに左下方へ向けて転動すると、保留装置１００の左側板部２
１１から離間して前記左側板部２１１への押圧を解除することになる。つまり、図１０（
ａ）における振分装置２００の姿勢が、遊技球Ｐ４が上方から衝突した場合において、正
面視で左回りに最大限に揺動した振分装置２００の姿勢（以下では、「第二状態」と称す
る。）となる（図７（ｂ）参照）。
【００７４】
　一方、図９（ｂ）に示す遊技球Ｐ８が真下方へ向けて転動すると、図１０（ａ）に示す
遊技球Ｐ８となる。図１０（ａ）において、遊技球Ｐ８は、振分装置２００に到達してい
る。より詳細には、遊技球Ｐ８は、振分装置２００の右側板部２１２に上方から衝突して
いる。ここで、図９（ｂ）及び図１０（ａ）に示すように、振分装置２００は、遊技球Ｐ
４に衝突されたことにより正面視で左回りへ揺動している。したがって、遊技球Ｐ８は、
正面視で左回りへ揺動している前記右側板部２１２に、下方から衝突されることになる。
【００７５】
　図１０（ａ）に示す遊技球Ｐ４が左下方へ向けて転動すると、図１０（ｂ）に示す遊技
球Ｐ４となる。図１０（ｂ）に示すように、遊技球Ｐ４は、保留装置１００の左側板部２
１１から離間して前記左側板部２１１への押圧を解除している。これにより、振分装置２
００は、正面視で右回りに揺動することになり、第二状態から第一状態へとその姿勢が変
化することになる（初期姿勢に復帰することになる）。なお、図１０（ｂ）に示すように
、遊技球Ｐ４の左下方、すなわち遊技球Ｐ４の転動方向には、左部一般入賞口４２が配置
される。
【００７６】
　このように、遊技球Ｐ４は、真下方へ向けての転動方向が、振分装置２００に衝突する
ことにより左下方へ向けての転動方向に変更される。すなわち、遊技球Ｐ４は、振分装置
２００に衝突することにより、前記振分装置２００によって左下方への振分方向に振り分
けられる。
【００７７】
　なお、遊技球Ｐ４は、意図的に振分装置２００に衝突させることができるため、遊技者
は必要に応じて前記保留装置１００から遊技球を放出し、左部一般入賞口４２に入賞させ
て賞球を得ることができる。
【００７８】
　一方、図１０（ａ）に示す遊技球Ｐ８が振分装置２００の右側板部２１２に衝突すると
、図１０（ｂ）に示す遊技球Ｐ８となる。図１０（ｂ）に示すように、遊技球Ｐ８は、右
下方へ向けて転動している。より詳細には、図７（ｂ）及び図１０（ａ）に示すように、
振分装置２００の姿勢が第二状態である場合、右側板部２１２の上側面２１５の板面は右
上方へ向けて配置される。したがって、遊技球Ｐ８は、振分装置２００の右側板部２１２
と衝突した後、図１０（ｂ）に示すように、その衝突により転動方向が真下方から右下方
に変更される。こうして、遊技球Ｐ８は、右下方へ向けて転動するのである。なお、図１
０（ｂ）に示すように、遊技球Ｐ８の右下方、すなわち遊技球Ｐ８の転動方向には、ワー
プ通路３４の入球口３７が配置される。
【００７９】
　このように、遊技球Ｐ８は、真下方へ向けての転動方向が、振分装置２００に衝突する
ことにより右下方へ向けての転動方向に変更される。すなわち、遊技球Ｐ８は、振分装置
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２００に衝突することにより、前記振分装置２００によって右下方への振分方向に振り分
けられる。
【００８０】
　なお、遊技球Ｐ８は偶発的に振分装置２００に衝突するものであるが、遊技球Ｐ８の振
分方向を右下方とするためには、遊技球Ｐ４を意図的に振分装置２００に衝突させて振分
装置２００を揺動させることが必要となる。また、こうして右下方への振分方向に振り分
けられた遊技球Ｐ８は、ワープ通路３４の入球口３７に入球し易くするなる。すなわち、
遊技が有利となるような遊技球Ｐ８の右下方への振分方向の振り分けに、偶発的な要素と
意図的な要素とが混在することになり、遊技者の興趣を高めることができる。
【００８１】
　以下では、図１１及び図１２を用いて、遊技球Ｐ８が遊技球Ｐ４よりも先に振分装置２
００に衝突する場合における振分装置２００の態様について説明する。
【００８２】
　図１１（ａ）に示す遊技球Ｐ４は、保留装置１００から放出され、前記保留装置１００
の真下方において、遊技領域１４を真下方へ向けて転動している。一方、図１１（ａ）に
示す遊技球Ｐ８は、保留装置１００の右下方において、遊技領域１４を左下方へ向けて転
動している。
【００８３】
　図１１（ａ）に示す遊技球Ｐ８が左下方へ向けて転動すると、図１１（ｂ）に示す遊技
球Ｐ８となる。図１１（ｂ）において、遊技球Ｐ８は、振分装置２００に到達している。
より詳細には、遊技球Ｐ８は、振分装置２００の右側板部２１２に右上方から衝突してい
る。そして、遊技球Ｐ８が振分装置２００の右側板部２１２に右上方から衝突することに
より、振分装置２００は正面視で右回りへの揺動を開始する。
【００８４】
　一方、図１１（ａ）に示す遊技球Ｐ４が真下方へ向けて転動すると、図１１（ｂ）に示
す遊技球Ｐ４となる。図１１（ｂ）において、遊技球Ｐ４は、振分装置２００に到達して
いない。
【００８５】
　Ｐ１１（ｂ）に示す遊技球Ｐ８が左下方へ向けて転動すると、Ｐ１２（ａ）に示す遊技
球Ｐ８となる。図１１（ｂ）及びＰ１２（ａ）に示すように、遊技球Ｐ８は、左下方へ向
けて転動する際に、振分装置２００の右側板部２１２を概ね下方から左方へ押圧している
。すなわち、振分装置２００は、遊技球Ｐ８に衝突された後、右側板部２１２が概ね下方
から左方へ押圧されることにより、正面視で右回りへの揺動が継続されることになる。
【００８６】
　なお、遊技球Ｐ８は、さらに左下方へ向けて転動すると、保留装置１００の右側板部２
１２から離間して前記右側板部２１２への押圧を解除することになる。つまり、Ｐ１２（
ａ）における振分装置２００の姿勢が、遊技球Ｐ８が右上方から衝突した場合において、
正面視で右回りに最大限に揺動した振分装置２００の姿勢（以下では、「第三状態」と称
する。）となる（図７（ｃ）参照）。なお、図１１（ｂ）及び図１２（ａ）に示すように
、遊技球Ｐ８は、振分装置２００の右側板部２１２に衝突した後、その衝突により転動方
向が衝突する前と比べて若干下方の左下方に変更される。
【００８７】
　一方、Ｐ１１（ｂ）に示す遊技球Ｐ４が真下方へ向けて転動すると、Ｐ１２（ａ）に示
す遊技球Ｐ４となる。Ｐ１２（ａ）において、遊技球Ｐ４は、振分装置２００に到達して
いる。より詳細には、遊技球Ｐ４は、振分装置２００の左側板部２１１に上方から衝突し
ている。ここで、Ｐ１１（ｂ）及びＰ１２（ａ）に示すように、振分装置２００は、遊技
球Ｐ８に衝突されたことにより正面視で右回りへ揺動している。したがって、遊技球Ｐ４
は、正面視で右回りへ揺動している前記左側板部２１１に、下方から衝突されることにな
る。
【００８８】
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　また、図７（ｃ）及び図１２（ａ）に示すように、振分装置２００の姿勢が第三状態で
ある場合、左側板部２１１の上側面２１４の板面は右上方へ向けて配置される。したがっ
て、遊技球Ｐ４は、振分装置２００の左側板部２１１と衝突した後、図１２（ａ）に示す
ように、その衝突により転動方向が真下方から右下方に変更される。
【００８９】
　図１２（ａ）に示す遊技球Ｐ８が左下方へ向けて転動すると、図１２（ｂ）に示す遊技
球Ｐ８となる。図１２（ｂ）に示すように、遊技球Ｐ８は、保留装置１００の右側板部２
１２から離間して前記右側板部２１２への押圧を解除している。これにより、振分装置２
００は、正面視で左回りに揺動することになり、第三状態から第一状態へとその姿勢が変
化することになる（初期姿勢に復帰することになる）。なお、図１２（ｂ）に示すように
、遊技球Ｐ８の左下方、すなわち遊技球Ｐ８の転動方向には、左部一般入賞口４２やワー
プ通路３４の入球口３７等は配置されていない。
【００９０】
　このように、遊技球Ｐ８は、左下方へ向けての転動方向が、振分装置２００に衝突する
ことにより衝突する前と比べて若干下方の左下方へ向けての転動方向に変更される。すな
わち、遊技球Ｐ８は、振分装置２００に衝突することにより、前記振分装置２００によっ
て衝突する前と比べて若干下方の左下方への振分方向に振り分けられる。
【００９１】
　一方、図１２（ａ）に示す遊技球Ｐ４が右下方へ向けて転動すると、図１２（ｂ）に示
す遊技球Ｐ４となる。図１２（ｂ）に示すように、遊技球Ｐ４は、右下方へ向けて転動し
ている。なお、図１２（ｂ）に示すように、遊技球Ｐ４の右下方、すなわち遊技球Ｐ４の
転動方向には、ワープ通路３４の入球口３７が配置される。
【００９２】
　このように、遊技球Ｐ４は、真下方へ向けての転動方向が、振分装置２００に衝突する
ことにより右下方へ向けての転動方向に変更される。すなわち、遊技球Ｐ４は、振分装置
２００に衝突することにより、前記振分装置２００によって右下方への振分方向に振り分
けられる。
【００９３】
　なお、遊技球Ｐ４は意図的に振分装置２００に衝突するものであるが、遊技球Ｐ４の振
分方向を右下方とするためには、遊技球Ｐ８が偶発的に振分装置２００に衝突して振分装
置２００を揺動させることが必要となる。また、こうして右下方への振分方向に振り分け
られた遊技球Ｐ４は、ワープ通路３４の入球口３７に入球し易くするなる。すなわち、遊
技が有利となるような遊技球Ｐ４の右下方への振分方向の振り分けに、偶発的な要素と意
図的な要素とが混在することになり、遊技者の興趣を高めることができる。
【００９４】
　また、本実施形態では、遊技球の振分方向が変更される例として、保留装置１００から
放出された遊技球Ｐ４と、（保留装置１００に保留されずに）遊技領域１４を転動する遊
技球Ｐ８とが、それぞれ振分装置２００に衝突する場合について説明したが、本発明の構
成はこの例に限定するものではない。例えば、保留装置１００から放出された遊技球のみ
が振分装置２００に衝突する場合であっても、遊技球の振分方向は変更される。
【００９５】
　具体的には、保留装置１００から２個の遊技球が連続して放出された場合、最初に放出
された遊技球が振分装置２００の左側板部２１１に上方から衝突することより、第一状態
の姿勢であった振分装置２００は正面視で左回りへの揺動を開始する（図９（ｂ）参照）
。そして、最初に放出された遊技球が保留装置１００の左側板部２１１から離間すると、
振分装置２００は正面視で右回りへの揺動を開始してその姿勢を第一状態へと変更（復帰
）させる。そして、この復帰の途中で保留装置１００から次に放出された遊技球が振分装
置２００の左側板部２１１に上方から衝突した場合、左側板部２１１の姿勢は最初に放出
された遊技球が衝突した際とは異なるため、次に放出された遊技球は最初に放出された遊
技球とは異なる方向へ向けて転動することになる。すなわち、最初に放出された遊技球と
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次に放出された遊技球とは、振分方向が変更されることになる。
【００９６】
　次に、本発明に係る「遊技球振分装置」の第二実施形態である第二振分装置３００の構
成について、図１３から図１５を用いて説明する。
【００９７】
　第二振分装置３００は、遊技球を異なる振分方向に振り分ける装置である。図１５に示
すように、第二振分装置３００は、保留装置１００の真下方に配置される。こうして、第
二振分装置３００は、保留装置１００から放出された遊技球と、（前記保留装置１００に
保留されずに）遊技領域１４を転動する遊技球と、が共に衝突可能な位置に配置される。
また、第二振分装置３００は、センター役物２２のワープ通路３４の入球口３７の左上方
であって、左部一般入賞口４２の右上方に配置される。第二振分装置３００は、図１３に
示すように、板部３１０と、軸部３２０と、カバー部３３０と、により構成される。
【００９８】
　なお、第二振分装置３００は、後述するように正面視で左右回りに揺動可能に支持され
、揺動するごとにその姿勢が変化する。以下では、図１４（ａ）に示す正面視で右回りに
最大限に揺動した姿勢を、「第一状態」と称する。また、図１４（ｂ）に示す正面視で左
回りに最大限に揺動した姿勢を、「第二状態」と称する。以下では、説明の便宜上、特に
説明が無ければ、第二振分装置３００の姿勢は第一状態であるとする。
【００９９】
　板部３１０は、図１３及び図１４に示すように、細長い略矩板形状の部材である。板部
３１０は、複数（本実施形態では、３つ）設けられる。３つの板部３１０は、それぞれ軸
部３２０から外方へ向けて延出され、正面視で軸部３２０を中心とした放射状に形成され
る。３つの板部３１０は、それぞれの間隔が略均等となるように形成される。すなわち、
３つの板部３１０のうち、相互に隣り合う２つの板部３１０の長手方向が交差する角度は
、略１２０度となるように形成される。
【０１００】
　なお、以下では、図１４（ａ）に示すように、第二振分装置３００の姿勢が第一状態で
ある場合に、軸部３２０から右上方へ向けて延出された板部３１０を、「第一板部３１１
」と称する。また、第一板部３１１の左隣りに配置される板部３１０、すなわち軸部３２
０から略左方へ向けて延出された板部３１０を、「第二板部３１２」と称する。また、第
一板部３１１の右隣りに配置される板部３１０、すなわち軸部３２０から右下方へ向けて
延出された板部３１０を、「第三板部３１３」と称する。
【０１０１】
　軸部３２０は、図１３及び図１４に示すように、第一板部３１１、第二板部３１２、及
び第三板部３１３を支持する部材である。軸部３２０は、軸心方向を前後方向とした略円
柱形状に形成される。軸部３２０は、遊技領域１４に軸心回り（すなわち、遊技領域１４
に対して正面視で左右回り）に揺動可能に支持される。
【０１０２】
　カバー部３３０は、図１３及び図１４に示すように、透過性を有する板状の部材である
。カバー部３３０は、正面視で略円形状に形成される。カバー部３３０は、その板面を前
後方向へ向け、軸部３２０の前側面に固定される。なお、図１３、図１５から図１８にお
いて、説明の便宜上、カバー部３３０は、二点鎖線により図示する。
【０１０３】
　このような構成により、第二振分装置３００は、軸部３２０の軸心を揺動中心として、
遊技領域１４に対して正面視で左右回りに揺動可能に支持される。
【０１０４】
　そして、第二振分装置３００は、その姿勢が第一状態である場合に、正面視で左回りに
揺動して第二状態へとその姿勢を変化させることができる（図１４（ｂ）の白矢印参照）
。また、第二振分装置３００は、その姿勢が第二状態である場合に、正面視で右回りに揺
動して第一状態へとその姿勢を変化させることができる（図１４（ｂ）の黒矢印参照）。



(15) JP 2014-117300 A 2014.6.30

10

20

30

40

50

【０１０５】
　なお、第二振分装置３００には、その姿勢が第一状態であるか、又は第二状態であるか
を検知可能なセンサ（不図示）が設けられる。前記センサは、その姿勢に関する信号を図
示せぬ主基板に送信可能に構成される。なお、前記主基板に前記姿勢に関する信号が受信
されると、第二振分装置３００の姿勢が第二状態である場合には、遊技者が操作を行って
も保留装置１００から遊技球が放出されないように構成される。
【０１０６】
　また、第二振分装置３００は、保留装置１００から放出された遊技球に衝突される。よ
り詳細には、第二振分装置３００は、保留装置１００の真下方に配置される。したがって
、第二振分装置３００は、保留装置１００から放出された遊技球（図１５（ａ）に示す遊
技球Ｐ４）が到達した場合に、前記到達した遊技球Ｐ４に衝突される。
【０１０７】
　また、第二振分装置３００は、保留装置１００から放出されずに遊技領域１４を転動す
る遊技球に衝突される。より詳細には、第二振分装置３００は、その右上方において遊技
釘Ｎ２・Ｎ３・Ｎ４に沿って左下方へ向けて転動する遊技球（図１５（ａ）に示す遊技球
Ｐ９）が遊技釘Ｎ１・Ｎ１の間を下方へ向けて通過した場合に、前記通過した遊技球Ｐ９
に衝突される。
【０１０８】
　ここで、遊技球Ｐ４は、前述したように、遊技者の操作により保留装置１００から放出
されるものである。すなわち、遊技球Ｐ４は、意図的に第二振分装置３００に衝突される
ものである。また、遊技球Ｐ９は、保留装置１００に保留されずに遊技領域１４を転動し
ているものである。すなわち、遊技球Ｐ９は、遊技者の意図に依らずに（偶発的に）第二
振分装置３００に衝突されるものである。
【０１０９】
　次に、図１５から図１８を用いて、遊技球を異なる振分方向に振り分ける第二振分装置
３００の態様について説明する。
【０１１０】
　なお、図１５から図１８の黒矢印は、遊技球の転動方向を示す。また、図１６及び図１
８の白矢印は、第二振分装置３００の揺動方向を示す。また、図１５から図１８において
は、説明の便宜上、各部材の構成を適宜に簡略化して図示する。
【０１１１】
　以下では、図１５及び図１６を用いて、遊技球Ｐ１０が、第一状態の姿勢である第二振
分装置３００に衝突する場合における第二振分装置３００の態様について説明する。
　なお、図１５及び図１６に示す遊技球Ｐ１０は、図１５に示す遊技球Ｐ４又は遊技球Ｐ
９が、遊技釘Ｎ１・Ｎ１の間を下方へ向けて通過した場合の遊技球である。
【０１１２】
　図１５（ａ）に示す遊技球Ｐ１０は、保留装置１００の真下方において、遊技釘Ｎ１・
Ｎ１の間を真下方へ向けて転動している。
【０１１３】
　図１５（ａ）に示す遊技球Ｐ１０が真下方へ向けて転動すると、図１５（ｂ）に示す遊
技球Ｐ１０となる。図１５（ｂ）において、遊技球Ｐ１０は、遊技釘Ｎ１・Ｎ１の間を下
方へ向けて通過して第二振分装置３００に到達している。遊技球Ｐ１０は、第二振分装置
３００（より詳細には、第一板部３１１と第二板部３１２との間）に上方から衝突してい
る。ここで、第二振分装置３００の姿勢が第一状態である場合、第二振分装置３００は正
面視で右回りに最大限に揺動した姿勢である。したがって、図１５（ｂ）に示すように、
遊技球Ｐ１０は、第二振分装置３００に上方から衝突することにより、転動方向が真下方
から左下方に変更される。
【０１１４】
　図１５（ｂ）に示す遊技球Ｐ１０が左下方へ向けて転動すると、図１６（ａ）に示す遊
技球Ｐ１０となる。図１６（ａ）において、遊技球Ｐ１０は、左下方へ向け、第二振分装
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置３００の第二板部３１２を概ね下方へ押圧しながら転動している。図１６（ａ）に示す
ように、第二振分装置３００は、遊技球Ｐ１０に衝突された後、第二板部３１２が概ね下
方へ押圧されることにより、正面視で左回りへ揺動される。なお、図１６（ａ）において
は、第二振分装置３００は、正面視で左回りに最大限に揺動し、その姿勢が第二状態とな
る。したがって、遊技球Ｐ１０は、第二振分装置３００の姿勢が第二状態である場合の第
二板部３１２の延出方向に沿って、左下方へ向けて転動することになる。
【０１１５】
　図１６（ａ）に示す遊技球Ｐ１０が左下方へ向けて転動すると、図１６（ｂ）に示す遊
技球Ｐ１０となる。図１６（ｂ）に示すように、遊技球Ｐ１０は、第二振分装置３００の
第二板部３１２から離間して前記第二板部３１２への押圧を解除している。なお、第二振
分装置３００は、第二状態の姿勢を維持する。なお、図１６（ｂ）に示すように、遊技球
Ｐ１０の左下方、すなわち遊技球Ｐ１０の転動方向には、左部一般入賞口４２が配置され
る。
【０１１６】
　以下では、図１７及び図１８を用いて、遊技球Ｐ１０が、第二状態の姿勢である第二振
分装置３００に衝突する場合における第二振分装置３００の態様について説明する。
　なお、図１７及び図１８に示す遊技球Ｐ１０は、図１５に示す遊技球Ｐ９が、遊技釘Ｎ
１・Ｎ１の間を下方へ向けて通過した場合の遊技球である。
【０１１７】
　図１７（ａ）に示す遊技球Ｐ１０は、保留装置１００の真下方において、遊技釘Ｎ１・
Ｎ１の間を真下方へ向けて転動している。
【０１１８】
　図１７（ａ）に示す遊技球Ｐ１０が真下方へ向けて転動すると、図１７（ｂ）に示す遊
技球Ｐ１０となる。図１７（ｂ）において、遊技球Ｐ１０は、遊技釘Ｎ１・Ｎ１の間を下
方へ向けて通過して第二振分装置３００に到達している。遊技球Ｐ１０は、第二振分装置
３００（より詳細には、第一板部３１１と第三板部３１３との間）に上方から衝突してい
る。ここで、第二振分装置３００の姿勢が第二状態である場合、第二振分装置３００は正
面視で左回りに最大限に揺動した姿勢である。したがって、図１７（ｂ）に示すように、
遊技球Ｐ１０は、第二振分装置３００に上方から衝突することにより、転動方向が真下方
から右下方に変更される。
【０１１９】
　図１７（ｂ）に示す遊技球Ｐ１０が右下方へ向けて転動すると、図１８（ａ）に示す遊
技球Ｐ１０となる。図１８（ａ）において、遊技球Ｐ１０は、右下方へ向け、第二振分装
置３００の第三板部３１３を概ね下方へ押圧しながら転動している。図１８（ａ）に示す
ように、第二振分装置３００は、遊技球Ｐ１０に衝突された後、第三板部３１３が概ね下
方へ押圧されることにより、正面視で右回りへ揺動される。なお、図１８（ａ）において
は、第二振分装置３００は、正面視で右回りに最大限に揺動し、その姿勢が第一状態とな
る。したがって、遊技球Ｐ１０は、第二振分装置３００の姿勢が第一状態である場合の第
三板部３１３の延出方向に沿って、右下方へ向けて転動することになる。
【０１２０】
　図１８（ａ）に示す遊技球Ｐ１０が右下方へ向けて転動すると、図１８（ｂ）に示す遊
技球Ｐ１０となる。図１８（ｂ）に示すように、遊技球Ｐ１０は、第二振分装置３００の
第三板部３１３から離間して前記第三板部３１３への押圧を解除している。なお、第二振
分装置３００は、第一状態の姿勢を維持する。なお、図１８（ｂ）に示すように、遊技球
Ｐ１０の右下方、すなわち遊技球Ｐ１０の転動方向には、ワープ通路３４の入球口３７が
配置される。
【０１２１】
　このように、第二振分装置３００は、遊技球に衝突されるごとに、第一状態から第二状
態へと、又は第二状態から第一状態へと、その姿勢を変化させる。
【０１２２】
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　そして、第二振分装置３００に衝突した遊技球は、第二振分装置３００の姿勢が第一状
態である場合には、左下方へ向けて振り分けられる。すなわち、遊技球は、第二振分装置
３００に衝突することにより、前記第二振分装置３００によって左下方への振分方向に振
り分けられる。また、第二振分装置３００に衝突した遊技球は、第二振分装置３００の姿
勢が第二状態である場合には、右下方へ向けて振り分けられる。すなわち、遊技球は、第
二振分装置３００に衝突することにより、前記第二振分装置３００によって右下方への振
分方向に振り分けられる。
【０１２３】
　このような構成により、遊技者は、第二振分装置３００の姿勢が第一状態である場合、
保留装置１００から遊技球（例えば、図１５（ａ）に示す遊技球Ｐ４）を放出して第二振
分装置３００に衝突させ、第二振分装置３００の姿勢を第二状態に変更することができる
。これによって、遊技球を転動する遊技球（例えば、図１５（ａ）に示す遊技球Ｐ９）が
第二振分装置３００に衝突した場合に、遊技球Ｐ９の振分方向を左下方ではなく右下方へ
と変更することができ、ひいては遊技球Ｐ９を左部一般入賞口４２ではなくワープ通路３
４の入球口３７に入球させ易くすることができる。
【０１２４】
　ここで、前述したように、遊技球Ｐ４は、意図的に第二振分装置３００に衝突されるも
のである。また、遊技球Ｐ９は、遊技者の意図に依らずに（偶発的に）第二振分装置３０
０に衝突されるものである。すなわち、遊技が有利となるような遊技球Ｐ９の右下方（ワ
ープ通路３４の入球口３７）への振分方向の振り分けに、偶発的な要素と意図的な要素と
が混在することになり、遊技者の興趣を高めることができる。
【０１２５】
　なお、本実施形態では、前述したように、第二振分装置３００の姿勢が第二状態である
場合には、遊技者が操作を行っても保留装置１００から遊技球が放出されないように構成
される。したがって、遊技者は、保留装置１００から放出した遊技球を、第二振分装置３
００に衝突させ、ワープ通路３４の入球口３７に入球させ易くすることはできない。
【０１２６】
　以上のように、遊技機１は、
　遊技球が転動する遊技領域１４と、
　前記遊技領域１４に配設され、前記遊技領域１４を転動する遊技球を保留すると共に前
記保留した遊技球を遊技者の操作により放出する保留装置１００と、
　前記保留装置１００よりも前記遊技領域１４の下方に設けられ、遊技球を異なる振分方
向に振り分け可能な遊技球振分装置（振分装置２００又は第二振分装置３００）と、
　を具備し、
　前記遊技球振分装置は、前記保留装置１００から放出された遊技球が衝突可能な位置に
配置され、放出された遊技球が衝突することにより前記振分方向を変更させるものである
。
【０１２７】
　このような遊技機１の構成により、保留装置１００を用いて遊技者の興趣を高めること
ができる。
【０１２８】
　なお、遊技機１は、本発明に係る「パチンコ遊技機」の一実施形態である。すなわち、
本発明に係る「パチンコ遊技機」は、遊技機１の構成に限定するものではない。例えば、
本発明に係る「パチンコ遊技機」は、所謂一発台タイプの遊技機であってもよい。
【０１２９】
　また、遊技領域１４は、本発明に係る「遊技領域」の一実施形態である。本発明に係る
「遊技領域」とは遊技球が転動する領域であればよく、センター役物２２のワープ通路３
４の内部やステージ３３等も遊技球が転動する領域が有れば「遊技領域」となる。
【０１３０】
　また、保留装置１００は、本発明に係る「保留装置」の一実施形態である。すなわち、
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本発明に係る「保留装置」は、保留装置１００の構成に限定するものではない。例えば、
本実施形態では、保留装置１００は、遊技者の操作（操作ボタン１０の押し操作）が１回
行われるごとに保留している複数の遊技球のうち１個の遊技球を放出する構成としたが、
全ての遊技球を放出する構成としてもよい。また、保留装置１００は、例えば操作ボタン
１０への押し操作の継続時間に応じて平板部材１２１を保留部１１０内から退避させる状
態を継続して、遊技者の所望する個数の遊技球を放出する構成としてもよい。
【０１３１】
　また、本実施形態では、保留装置１００の操作は、窓枠４に設けられた操作ボタン１０
の押し操作により行うものとしたが、非接触型センサを遊技盤６に設けて、遊技者が遊技
盤６側（前記非接触センサ側）に手をかざすことにより行うものであってもよい。
【０１３２】
　また、ワープ通路３４の入球口３７は、本発明に係る「特定入球口」の一実施形態であ
る。すなわち、本発明に係る「特定入球口」は、ワープ通路３４の入球口３７の構成に限
定するものではない。例えば、本発明に係る「特定入球口」は、本発明に係る「パチンコ
遊技機」が前記一発台タイプの遊技機である場合に、センター役物２２の内部に設けられ
る所謂クルーンに通じる入球口等、遊技球が入球することにより遊技者が有利となるよう
な入球口であればよい。
【０１３３】
　また、本実施形態では、保留装置１００の左下方に左部一般入賞口４２を設ける構成と
したが、左部一般入賞口４２を設けない構成としてもよい。すなわち、保留装置１００か
ら放出された遊技球（図８に示す遊技球Ｐ４）が、振分装置２００（又は、第二振分装置
３００）に衝突することにより左下方へ向けての転動方向に変更されたとしても何れの入
賞口にも入賞せず、アウト口２８に到達するような構成としてもよい。
【０１３４】
　また、本実施形態では、第二振分装置３００の姿勢が第二状態である場合には、遊技者
が操作を行っても保留装置１００から遊技球が放出されないように構成されるが、保留装
置１００から遊技球が放出可能な構成としてもよい。
【符号の説明】
【０１３５】
　１：遊技機，１４：遊技領域，３４：ワープ通路，３７：入球口，１００：保留装置，
２００：振分装置
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